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　新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件に該当する世帯は、令和２年２月以降の国

民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料について、全部または一部の減免を受けること

ができます。

　申請期限は原則納期限ですが、やむを得ない理由があると認められる場合、令和３年３月 31 日水

まで申請を受け付けます。

　第 1 期からの減免を希望する方は、７月 31 日金までに以下へ申請してください。

　なお、年金からの特別徴収で納付している方は、年金支給日までが申請期限となります。

国民健康保険税について　         問 税務課 課税班 ☎ 30-0213 

介護保険料について　               問 あんしん長寿課 高齢者支援班 ☎ 30-0234

後期高齢者医療保険料について　問 市民課 国保医療班 ☎ 30-0222

・ 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯　

・ 主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の①～③全てに該当する世帯

① 主たる生計維持者の事業収入などのいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の 10 分の 3 以上

② ※主たる生計維持者の前年の合計所得金額が１千万円以下　※国民健康保険税・後期高齢者医療保険料のみ

③ 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が

400 万円以下
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①  鹿角市国民健康保険または後期高齢者医療の加入者である

②  新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる症状があった

③  ②の療養のため、労務に服することができない期間があった

④  ③の期間のうち、給与の全部または一部が支給されなかった

❖対象者　次の①～④をすべて満たす方

❖対象日数　労務に服することができなくなった日から起算し、３日を経過した日（４日目以降）

から労務に服することができない期間のうち、就業を予定していた日数

❖支給額　１日あたりの支給額には上限があります。

❖適用期間　令和２年１月１日から令和２年９月 30日の間で、療養のため労務に服するこ　　

とができない期間（入院が継続する場合などは、最長１年６月まで）

❖申請書　市民課に設置しているほか、市ホームページからダウンロードできます。

問 市民課 国保医療班 ☎ 30-0222

支給額＝（直近 3 カ月間の給与収入額÷直近 3 カ月間の就労日数）　

　　　   × 2 ／ 3 ×支給対象となる日数

新型コロナウイルス感染症予防
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　４月 20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定されたことを受け、家計へ

の支援を行うため、特別定額給付金（一律に１人当たり 10万円）を支給しています。

　５月中旬に各世帯へ申請書を郵送していますが、まだ手続きがお済みでない方はお早めに申請を

お願いします。

　申請書を紛失された方は、下記までお問い合わせください。

❖申請期限　８月 17日🈷（当日消印有効）

問 特別定額給付金交付室 ☎ 30-0207
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